
（様式２）

案件名： 児童相談所設置に伴う 児童福祉施設及び一時保護施設の設備及び運営に関する 基準の設定について

局課名： こ ど も 青少年局 子ど も の育ち支援セン タ ー 児童相談所設置準備担当 【令和７年４月21日公表】

12月 12月以降

行
政
内
部

計画の改定
作業

※市民意見聴取プロセス関連の取組（☆）は、随時、市報や市ホームページなどでお知らせします。

市
民
意
見
の
聴
取
（

☆
）

公表内容
・手段

　

政策形成プロセス計画書

策定段階

ステップ１
(施策の概要等の公表）

ステップ２
（市民意向調査及び素案の策定）

ステップ３
（パブリックコメント実施）

ステップ４
（意見を踏まえて最終的

な市の案を策定）

ステップ５
（パブリックコメント結果

公表）
その後の取組

令和７年４月 ９月７月 ８月５月 ６月

素案の

完成

・ 庁内関係部局・ 関係団体等と の調整・ 見直し 作業

・ 市民アン ケート やパブリ ッ ク コ メ ン ト に寄せら れた意見を 整理し 、 反映を 検討

政策推進

会議①

・施策の概要

・政策ﾌﾟﾛｾｽ

計画書

(1)概要公表

・施策の概要

・政策ﾌﾟﾛｾｽ

計画書

(2)③ﾎｰﾑ

ﾍﾟｰｼﾞによる

意見募集

政策推進

会議②

・素案

・ﾊﾟﾌﾞｺﾒ案件

概要

(3)ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

ｺﾒﾝﾄ募集

・素案

・ﾊﾟﾌﾞｺﾒ案件

概要

案の

完成

政策推進

会議③

・ﾊﾟﾌﾞｺﾒ

募集結果

・案（成案）

(4)結果公表

・ﾊﾟﾌﾞｺﾒ

募集結果

・案（成案）

条例に

沿った

事業推進

市民の方にご意見を

募集するタイミング（１回目）

市民の皆様にご意見を

募集するタイミング（２回目）

条例案の

上程


